
JP 2016-117497 A 2016.6.30

10

(57)【要約】
【課題】容器に対して様々な機能や特性を付与するとと
もに、高いガスバリア性を有する、複合容器およびその
製造方法を提供する。
【解決手段】複合容器１０Ａは、プラスチック材料製の
容器本体１０と、容器本体１０の外側に密着して設けら
れたプラスチック製部材４０とを備えている。容器本体
１０およびプラスチック製部材４０は、ブロー成形され
ることにより一体として膨張されている。少なくともプ
ラスチック製部材４０の外面には、蒸着膜２１が形成さ
れている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複合容器において、
　プラスチック材料製の容器本体と、
　前記容器本体の外側に密着して設けられたプラスチック製部材とを備え、
　前記容器本体および前記プラスチック製部材は、ブロー成形により一体として膨張され
ており、
　少なくとも前記プラスチック製部材の外面に蒸着膜が形成されていることを特徴とする
複合容器。
【請求項２】
　前記蒸着膜は、アルミニウム又は酸化アルミニウムを含むガスバリア性薄膜であること
を特徴とする請求項１記載の複合容器。
【請求項３】
　前記蒸着膜の厚みは、２ｎｍ～２００ｎｍであることを特徴とする請求項２記載の複合
容器。
【請求項４】
　前記蒸着膜は、酸化珪素を含むガスバリア性薄膜であることを特徴とする請求項１記載
の複合容器。
【請求項５】
　前記蒸着膜の厚みは、０．００５μｍ～０．４μｍであることを特徴とする請求項４記
載の複合容器。
【請求項６】
　前記蒸着膜は、硬質炭素を含むガスバリア性薄膜であることを特徴とする請求項１記載
の複合容器。
【請求項７】
　前記蒸着膜の厚みは、０．０５μｍ～５μｍであることを特徴とする請求項６記載の複
合容器。
【請求項８】
　前記プリフォームの外側を取り囲むように密着して設けられた内側ラベル部材を更に備
え、
　前記プラスチック製部材は、前記内側ラベル部材の外側に密着して設けられていること
を特徴とする請求項１乃至７のいずれか一項記載の複合容器。
【請求項９】
　複合容器の製造方法において、
　プラスチック材料製のプリフォームを準備する工程と、
　前記プリフォームの外側に、プラスチック製部材を設ける工程と、
　前記プリフォームおよび前記プラスチック製部材に対してブロー成形を施し、前記プリ
フォームおよび前記プラスチック製部材を一体として膨張させることにより、前記プリフ
ォームに対応する容器本体と、前記容器本体の外側に密着して設けられたプラスチック製
部材とを有する複合容器を得る工程と、
　少なくとも前記プラスチック製部材の外面に蒸着膜を形成する工程とを備えたことを特
徴とする複合容器の製造方法。
【請求項１０】
　前記蒸着膜は、アルミニウム又は酸化アルミニウムを含むガスバリア性薄膜であること
を特徴とする請求項９記載の複合容器の製造方法。
【請求項１１】
　前記蒸着膜の厚みは、２ｎｍ～２００ｎｍであることを特徴とする請求項１０記載の複
合容器の製造方法。
【請求項１２】
　前記蒸着膜は、酸化珪素を含むガスバリア性薄膜であることを特徴とする請求項９記載
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の複合容器の製造方法。
【請求項１３】
　前記蒸着膜の厚みは、０．００５μｍ～０．４μｍであることを特徴とする請求項１２
記載の複合容器の製造方法。
【請求項１４】
　前記蒸着膜は、硬質炭素を含むガスバリア性薄膜であることを特徴とする請求項９記載
の複合容器の製造方法。
【請求項１５】
　前記蒸着膜の厚みは、０．０５μｍ～５μｍであることを特徴とする請求項１４記載の
複合容器の製造方法。
【請求項１６】
　前記プリフォームの外側を取り囲むように内側ラベル部材を設ける工程を更に備え、
　前記プラスチック製部材は、前記内側ラベル部材の外側に設けられることを特徴とする
請求項９乃至１５のいずれか一項記載の複合容器の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複合容器およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近時、飲食品等の内容液を収容するボトルとして、プラスチック製のものが一般化して
きており、このようなプラスチックボトルには内容液が収容される。
【０００３】
　このような内容液を収容するプラスチックボトルは、金型内にプリフォームを挿入し、
２軸延伸ブロー成形することにより製造される。
【０００４】
　ところで、従来の２軸延伸ブロー成形法では、例えばＰＥＴやＰＰ等の単層材料、多層
材料又はブレンド材料等を含むプリフォームを用いて容器形状に成形している。しかしな
がら、従来の２軸延伸ブロー成形法においては、単にプリフォームを容器形状に成形する
だけであるのが一般的である。このため、容器に対して様々な機能や特性（バリア性や保
温性等）を持たせる場合、例えばプリフォームを構成する材料を変更する等、その手段は
限定されてしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２４１５２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　また従来、プラスチックボトルは、酸素ガス、水蒸気、炭酸ガス等のガス透過性が高い
という課題がある。例えば、ポリエステル系樹脂、或いは、ポリオレフィン系樹脂からな
るブロー成形されたプラスチックボトルは、大気中のガスがプラスチックボトルに浸入し
たり、または内容物中の成分が容器外に放出されたりするおそれがある。この場合、内容
物の品質等に大きな影響を与え、その品質を変質、改質し、或いは劣化させるという問題
点を有する。
【０００７】
　本発明はこのような点を考慮してなされたものであり、容器に対して様々な機能や特性
を付与するとともに、高いガスバリア性を有する、複合容器およびその製造方法を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　本発明は、複合容器において、プラスチック材料製の容器本体と、前記容器本体の外側
に密着して設けられたプラスチック製部材とを備え、前記容器本体および前記プラスチッ
ク製部材は、ブロー成形により一体として膨張されており、少なくとも前記プラスチック
製部材の外面に蒸着膜が形成されていることを特徴とする複合容器である。
【０００９】
　本発明は、前記蒸着膜は、アルミニウム又は酸化アルミニウムを含むガスバリア性薄膜
であることを特徴とする複合容器である。
【００１０】
　本発明は、前記蒸着膜の厚みは、２ｎｍ～２００ｎｍであることを特徴とする複合容器
である。
【００１１】
　本発明は、前記蒸着膜は、酸化珪素を含むガスバリア性薄膜であることを特徴とする複
合容器である。
【００１２】
　本発明は、前記蒸着膜の厚みは、０．００５μｍ～０．４μｍであることを特徴とする
複合容器である。
【００１３】
　本発明は、前記蒸着膜は、硬質炭素を含むガスバリア性薄膜であることを特徴とする複
合容器である。
【００１４】
　本発明は、前記蒸着膜の厚みは、０．０５μｍ～５μｍであることを特徴とする複合容
器である。
【００１５】
　本発明は、前記プリフォームの外側を取り囲むように密着して設けられた内側ラベル部
材を更に備え、前記プラスチック製部材は、前記内側ラベル部材の外側に密着して設けら
れていることを特徴とする複合容器である。
【００１６】
　本発明は、複合容器の製造方法において、プラスチック材料製のプリフォームを準備す
る工程と、前記プリフォームの外側に、プラスチック製部材を設ける工程と、前記プリフ
ォームおよび前記プラスチック製部材に対してブロー成形を施し、前記プリフォームおよ
び前記プラスチック製部材を一体として膨張させることにより、前記プリフォームに対応
する容器本体と、前記容器本体の外側に密着して設けられたプラスチック製部材とを有す
る複合容器を得る工程と、少なくとも前記プラスチック製部材の外面に蒸着膜を形成する
工程とを備えたことを特徴とする複合容器の製造方法である。
【００１７】
　本発明は、前記蒸着膜は、アルミニウム又は酸化アルミニウムを含むガスバリア性薄膜
であることを特徴とする複合容器の製造方法である。
【００１８】
　本発明は、前記蒸着膜の厚みは、２ｎｍ～２００ｎｍであることを特徴とする複合容器
の製造方法である。
【００１９】
　本発明は、前記蒸着膜は、酸化珪素を含むガスバリア性薄膜であることを特徴とする複
合容器の製造方法である。
【００２０】
　本発明は、前記蒸着膜の厚みは、０．００５μｍ～０．４μｍであることを特徴とする
複合容器の製造方法である。
【００２１】
　本発明は、前記蒸着膜は、硬質炭素を含むガスバリア性薄膜であることを特徴とする複
合容器の製造方法である。
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【００２２】
　本発明は、前記蒸着膜の厚みは、０．０５μｍ～５μｍであることを特徴とする複合容
器の製造方法である。
【００２３】
　本発明は、前記プリフォームの外側を取り囲むように内側ラベル部材を設ける工程を更
に備え、前記プラスチック製部材は、前記内側ラベル部材の外側に設けられることを特徴
とする複合容器の製造方法である。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、少なくともプラスチック製部材の外面に蒸着膜が形成されているので
、この蒸着膜によって酸素ガス、水蒸気、炭酸ガス等のガスが容器本体内に侵入すること
を防止し、内容物の品質劣化を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、本発明の第１の実施の形態による複合容器を示す部分垂直断面図。
【図２】図２は、本発明の第１の実施の形態による複合容器を示す水平断面図（図１のII
－II線断面図）。
【図３】図３は、本発明の第１の実施の形態による複合プリフォームを示す部分垂直断面
図。
【図４】図４（ａ）～（ｄ）は、各種プラスチック製部材を示す斜視図。
【図５】図５（ａ）～（ｆ）は、本発明の第１の実施の形態による複合容器の製造方法を
示す概略図。
【図６】図６は、高周波プラズマＣＶＤ装置を示す概略断面図。
【図７】図７（ａ）～（ｆ）は、本発明の第１の実施の形態の変形例による複合容器の製
造方法を示す概略図。
【図８】図８（ａ）～（ｇ）は、本発明の第１の実施の形態の変形例による複合容器の製
造方法を示す概略図。
【図９】図９は、本発明の第２の実施の形態による複合容器を示す部分垂直断面図。
【図１０】図１０は、本発明の第２の実施の形態による複合容器を示す水平断面図（図９
のＸ－Ｘ線断面図）。
【図１１】図１１は、本発明の第２の実施の形態による複合プリフォームを示す部分垂直
断面図。
【図１２】図１２（ａ）～（ｆ）は、本発明の第２の実施の形態による複合容器の製造方
法を示す概略図。
【図１３】図１３（ａ）～（ｆ）は、本発明の第２の実施の形態の変形例による複合容器
の製造方法を示す概略図。
【図１４】図１４（ａ）～（ｇ）は、本発明の第２の実施の形態の変形例による複合容器
の製造方法を示す概略図。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　第１の実施の形態
　以下、図面を参照して本発明の第１の実施の形態について説明する。図１乃至図８は本
発明の第１の実施の形態を示す図である。
【００２７】
　まず、図１および図２により、本実施の形態による複合容器の製造方法（ブロー成形方
法）によって作製される複合容器の概要について説明する。なお、本明細書中、「上」お
よび「下」とは、それぞれ複合容器１０Ａを正立させた状態（図１）における上方および
下方のことをいう。
【００２８】
　図１および図２に示す複合容器１０Ａは、後述するように、ブロー成形金型５０を用い
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てプリフォーム１０ａおよびプラスチック製部材４０ａを含む複合プリフォーム７０（図
３参照）に対して２軸延伸ブロー成形を施すことにより、複合プリフォーム７０のプリフ
ォーム１０ａおよびプラスチック製部材４０ａを一体として膨張させて得られたものであ
る。
【００２９】
　このような複合容器１０Ａは、内側に位置するプラスチック材料製の容器本体１０と、
容器本体１０の外側に密着して設けられたプラスチック製部材４０とを備えている。
【００３０】
　このうち容器本体１０は、口部１１と、口部１１下方に設けられた首部１３と、首部１
３下方に設けられた肩部１２と、肩部１２下方に設けられた胴部２０と、胴部２０下方に
設けられた底部３０とを備えている。
【００３１】
　他方、プラスチック製部材４０は、容器本体１０の外面に薄く延ばされた状態で密着さ
れており、容器本体１０に対して容易に移動又は回転しない状態で取付けられている。
【００３２】
　次に容器本体１０について詳述する。容器本体１０は、上述したように口部１１と、首
部１３と、肩部１２と、胴部２０と、底部３０とを有している。
【００３３】
　このうち口部１１は、図示しないキャップに螺着されるねじ部１４と、ねじ部１４下方
に設けられたフランジ部１７とを有している。なお、口部１１の形状は、従来公知の形状
であっても良い。
【００３４】
　首部１３は、フランジ部１７と肩部１２との間に位置しており、略均一な径をもつ略円
筒形状を有している。また、肩部１２は、首部１３と胴部２０との間に位置しており、首
部１３側から胴部２０側に向けて徐々に径が拡大する形状を有している。
【００３５】
　さらに、胴部２０は、全体として略均一な径をもつ円筒形状を有している。しかしなが
ら、これに限られるものではなく、胴部２０が四角形筒形状や八角形筒形状等の多角形筒
形状を有していても良い。あるいは、胴部２０が上方から下方に向けて均一でない水平断
面をもつ筒形状を有していても良い。また、本実施の形態において、胴部２０は、凹凸が
形成されておらず、略平坦な表面を有しているが、これに限られるものではない。例えば
、胴部２０にパネル又は溝等の凹凸が形成されていても良い。
【００３６】
　一方、底部３０は、中央に位置する凹部３１と、この凹部３１周囲に設けられた接地部
３２とを有している。なお、底部３０の形状についても特に限定されるものではなく、従
来公知の底部形状（例えばペタロイド底形状や丸底形状等）を有していても良い。
【００３７】
　また胴部２０における容器本体１０の厚みは、これに限定されるものではないが、例え
ば５０μｍ～２５０μｍ（５０μｍ以上かつ２５０μｍ以下をいう。以下同様）程度に薄
くすることができる。さらに、容器本体１０の重量についても、これに限定されるもので
はないが、１０ｇ～２０ｇとすることができる。このように容器本体１０の肉厚を薄くす
ることにより、容器本体１０の軽量化を図ることができる。
【００３８】
　このような容器本体１０は、合成樹脂材料を射出成形して製作したプリフォーム１０ａ
（後述）を二軸延伸ブロー成形することにより作製することができる。なおプリフォーム
１０ａ、すなわち容器本体１０の材料としては熱可塑性樹脂、特にＰＥ（ポリエチレン）
、ＰＰ（ポリプロピレン）、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ＰＥＮ（ポリエチ
レンナフタレート）、ＰＣ（ポリカーボネート）を使用することが好ましい。容器本体１
０は、赤色、青色、黄色、緑色、茶色、黒色、白色等の色に着色されていても良いが、リ
サイクルのしやすさを考慮した場合、無色透明であることが好ましい。また、上述した各
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種樹脂をブレンドして用いても良い。
【００３９】
　また、容器本体１０は、２層以上の多層成形ボトルとして形成することもできる。すな
わち押し出し成形または射出成形により、例えば、中間層をＭＸＤ６、ＭＸＤ６＋脂肪酸
塩、ＰＧＡ（ポリグリコール酸）、ＥＶＯＨ（エチレンビニルアルコール共重合体）又は
ＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート）等のガスバリア性及び遮光性を有する樹脂（中間層
）として３層以上からなるプリフォーム１０ａを押出成形後、ブロー成形することにより
ガスバリア性及び遮光性を有する多層ボトルとして形成しても良い。なお、中間層として
は、上述した各種樹脂をブレンドした樹脂を用いても良い。
【００４０】
　また、熱可塑性樹脂の溶融物に不活性ガス（窒素ガス、アルゴンガス）を混ぜることで
、０．５～１００μｍの発泡セル径を持つ発泡プリフォームを成形し、この発泡プリフォ
ームをブロー成形することによって、容器本体１０を作製しても良い。このような容器本
体１０は、発泡セルを内蔵しているため、容器本体１０全体の遮光性を高めることができ
る。
【００４１】
　このような容器本体１０は、例えば満注容量が１００ｍｌ～２０００ｍｌのボトルから
なっていても良い。あるいは、容器本体１０は、満注容量が例えば１０Ｌ～６０Ｌの大型
のボトルであっても良い。
【００４２】
　次にプラスチック製部材４０について説明する。プラスチック製部材４０（４０ａ）は
後述するようにプリフォーム１０ａの外側を取り囲むように設けられ、プリフォーム１０
ａの外側に密着された後、プリフォーム１０ａとともに２軸延伸ブロー成形されることに
より得られたものである。
【００４３】
　プラスチック製部材４０は容器本体１０の外面に接着されることなく取付けられており
、容器本体１０に対して移動又は回転しないほどに密着されている。このプラスチック製
部材４０は、容器本体１０の外面において薄く引き延ばされて容器本体１０を覆っている
。また、図２に示すように、プラスチック製部材４０は、容器本体１０を取り囲むように
その周方向全域にわたって設けられており、略円形状の水平断面を有している。
【００４４】
　この場合、プラスチック製部材４０は、容器本体１０のうち、口部１１および首部１３
を除く、肩部１２、胴部２０および底部３０を覆うように設けられている。これにより、
容器本体１０の肩部１２、胴部２０および底部３０に対して所望の機能や特性を付与する
ことができる。
【００４５】
　なお、プラスチック製部材４０は、容器本体１０のうち口部１１以外の全域又は一部領
域に設けられていても良い。例えば、プラスチック製部材４０は、容器本体１０のうち、
口部１１を除く、首部１３、肩部１２、胴部２０および底部３０の全体を覆うように設け
られていても良い。さらに、プラスチック製部材４０は１つに限らず、複数設けても良い
。例えば、２つのプラスチック製部材４０を肩部１２の外面および底部３０の外面にそれ
ぞれ設けても良い。
【００４６】
　一方、プラスチック製部材４０は、容器本体１０に対して溶着ないし接着されていない
ため、容器本体１０から剥離して除去することができる。具体的には、例えば刃物等を用
いてプラスチック製部材４０を切除したり、プラスチック製部材４０に予め図示しない切
断線を設け、この切断線に沿ってプラスチック製部材４０を剥離したりすることができる
。これにより、蒸着膜２１が形成されたプラスチック製部材４０を、容器本体１０から分
離除去することができる。
【００４７】
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　このようなプラスチック製部材４０としては、プリフォーム１０ａに対して収縮する作
用をもたないものであっても良く、収縮する作用をもつものであっても良い。
【００４８】
　またプラスチック製部材４０の厚みは、これに限定されるものではないが、容器本体１
０に取り付けられた状態で例えば５μｍ～５００μｍ程度とすることができる。
【００４９】
　本実施の形態において、少なくともプラスチック製部材４０の外面には蒸着膜２１が形
成されている。この場合、蒸着膜２１は、略均一な厚みでプラスチック製部材４０の外面
全域にわたって形成されている。すなわち、蒸着膜２１は、複合容器１０Ａの外面のうち
、口部１１を除く全域（フランジ部１７より下方の全域）に形成されている。なお、容器
本体１０のリサイクルを行う場合には、蒸着膜２１は、プラスチック製部材４０のみに形
成されていることが好ましい。しかしながら、これに限らず、蒸着膜２１は、プラスチッ
ク製部材４０だけでなく、容器本体１０の一部（プラスチック製部材４０に覆われていな
い部分）に形成されていても良い。
【００５０】
　この蒸着膜２１は、例えば、アルミニウム又は酸化アルミニウムを含むガスバリア性薄
膜であっても良い。
【００５１】
　アルミニウムを含むガスバリア性薄膜は、アルミニウム（Ａｌ）を蒸着した薄膜であれ
ばよい。また、酸化アルミニウムを含むガスバリア性薄膜は、基本的には、酸化アルミニ
ウムＡｌＯXを蒸着した薄膜であればよい。なお、好適には、上記のＸの値の範囲として
は１.５以下であり、より好ましくは、透明性の観点から０.５～１.５の範囲である。
【００５２】
　また、アルミニウム又は酸化アルミニウムを含むガスバリア性薄膜の膜厚は、例えば２
～２００ｎｍ、より好ましくは１０～５０ｎｍである。ガスバリア性薄膜の膜厚を２ｎｍ
よりも厚くすることにより、十分なガスバリア性を得ることができる。また、ガスバリア
性薄膜の膜厚を２００ｎｍよりも薄くすることにより、膜の可撓性の低下を防止し、クラ
ックの発生を防止することができる。なお、図１および図２において、蒸着膜２１を厚み
方向に誇張して描いている。
【００５３】
　このように、少なくともプラスチック製部材４０の外面に、アルミニウム又は酸化アル
ミニウムを含むガスバリア性薄膜である蒸着膜２１を設けることにより、酸素ガス、水蒸
気、炭酸ガス等の透過を阻止するガスバリア性に優れた複合容器１０Ａを得ることができ
る。
【００５４】
　また、蒸着膜２１は、例えば、一般式ＳｉＯX（但し、Ｘは、０～２の数を表す）で表
される酸化珪素を含む連続状のガスバリア性薄膜であっても良い。この場合、蒸着膜２１
としては、透明性、ガスバリア性の点から、一般式ＳｉＯX（但し、Ｘは、１．３～１．
９の数を表す）で表される酸化珪素を主体とする薄膜であることが好ましい。また、上記
の蒸着膜２１は、少なくとも、珪素原子、酸素原子及び炭素原子が、化学結合して含まれ
る蒸着膜からなっていても良い。更に詳しくは、上記の蒸着膜２１は、酸化珪素を主体と
し、これに炭素、水素、珪素または酸素の１種、又は、その２種以上の元素からなる化合
物の少なくとも１種類が化学結合等によって含まれる連続薄膜からなっていても良い。
【００５５】
　蒸着膜２１は、例えば、Ｃ－Ｈ結合を有する化合物、Ｓｉ－Ｈ結合を有する化合物、又
は、炭素単位がグラファイト状、ダイヤモンド状、フラーレン状等になっている場合、更
に、原料の有機珪素化合物やそれらの誘導体を化学結合等によって含有する場合がある。
具体例を挙げると、ＣＨ3部位を持つハイドロカーボン、ＳｉＨ3シリル、ＳｉＨ2シリレ
ン等のハイドロシリカ、ＳｉＨ2ＯＨシラノール等の水酸基誘導体等を挙げることができ
る。
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【００５６】
　また、上記の蒸着膜２１の膜厚としては、膜厚０．００５μｍ～０．４μｍ位であるこ
とが望ましく、具体的には、その膜厚としては、０．０１～０．１μｍ位が望ましい。蒸
着膜２１の厚みを、０．１μｍ、更には、０．４μｍ以下とすることにより、蒸着膜２１
にクラック等が発生し易くなる不具合を防止することができる。一方、蒸着膜２１の厚み
を０．０１μｍ、更には０．００５μｍ以上とすることにより、ガスバリア性の効果を確
実に奏することができる。
【００５７】
　このように、プラスチック製部材４０の外面に、酸化珪素を含むガスバリア性薄膜であ
る蒸着膜２１を設けることにより、酸素ガス、水蒸気、炭酸ガス等の透過を阻止するガス
バリア性に優れた複合容器１０Ａを提供することができる。
【００５８】
　あるいは、蒸着膜２１は、例えばＤＬＣ（Diamond Like Carbon）膜からなる硬質炭素
膜であっても良い。ＤＬＣ膜からなる硬質炭素膜とは、ｉカーボン膜または水素化アモル
ファスカーボン膜（ａ－Ｃ：Ｈ）とも呼ばれる硬質炭素膜のことで、ＳＰ3 結合を主体に
したアモルファスな炭素膜のことである。ＤＬＣ膜の膜厚は、低分子有機化合物の収着抑
制効果およびガスバリア性の向上効果と、プラスチックとの密着性、耐久性および透明性
等との両立を図るため、０．０５～５μｍとなるようにするのが好ましい。
【００５９】
　このように、プラスチック製部材４０の外面に、例えばＤＬＣ膜からなる硬質炭素膜で
ある蒸着膜２１を設けることにより、複合容器１０Ａにおいて、酸素や二酸化炭素のよう
な低分子無機ガスの透過度を著しく減少させることができるだけでなく、臭いを有する各
種の低分子有機化合物の収着を抑制することができる。また、このような硬質炭素膜であ
る蒸着膜２１を形成することによって、容器本体１０の透明性を損なうこともない。
【００６０】
　次に図３により、本実施の形態による複合プリフォームの構成について説明する。
【００６１】
　図３に示すように、複合プリフォーム７０は、プラスチック材料製のプリフォーム１０
ａと、プリフォーム１０ａの外側に設けられた有底円筒状のプラスチック製部材４０ａと
を備えている。
【００６２】
　プリフォーム１０ａは、口部１１ａと、口部１１ａに連結された胴部２０ａと、胴部２
０ａに連結された底部３０ａとを備えている。このうち口部１１ａは、上述した容器本体
１０の口部１１に対応するものであり、口部１１と略同一の形状を有している。また、胴
部２０ａは、上述した容器本体１０の首部１３、肩部１２および胴部２０に対応するもの
であり、略円筒形状を有している。底部３０ａは、上述した容器本体１０の底部３０に対
応するものであり、略半球形状を有している。
【００６３】
　プラスチック製部材４０ａは、プリフォーム１０ａの外面に接着されることなく取付け
られており、プリフォーム１０ａに対して移動又は回転しないほどに密着されているか、
又は自重で落下しない程度に密着されている。プラスチック製部材４０ａは、プリフォー
ム１０ａを取り囲むようにその周方向全域にわたって設けられており、円形状の水平断面
を有している。
【００６４】
　この場合、プラスチック製部材４０ａは、口部１１ａを除く、胴部２０ａおよび底部３
０ａの全体を覆うように設けられている。
【００６５】
　なお、プラスチック製部材４０ａは、口部１１ａ以外の全域又は一部領域に設けられて
いても良い。例えば、プラスチック製部材４０ａは、胴部２０ａのうち容器本体１０の首
部１３に対応する部分１３ａを除く全域と、底部３０ａの全域とを覆うように設けられて
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いても良い。さらに、プラスチック製部材４０ａは１つに限らず、複数設けても良い。例
えば、２つのプラスチック製部材４０ａを胴部２０ａの外側２箇所にそれぞれ設けても良
い。
【００６６】
　このようなプラスチック製部材４０ａとしては、プリフォーム１０ａに対して収縮する
作用をもたないものであっても良く、収縮する作用をもつものであっても良い。
【００６７】
　前者の場合、プラスチック製部材４０ａとしては、例えばブロー成形により作製された
ブローチューブ、シート成形により作製されたシート成形チューブ、押出成形により作製
された押出チューブ、インフレーション成形により作製されたインフレーション成形チュ
ーブ等を用いることができるが、これに限定されるものではなく、上記以外の成形方法を
用いても良い。
【００６８】
　後者の場合、すなわちプラスチック製部材（外側収縮部材）４０ａが収縮する作用をも
つ場合、プラスチック製部材（外側収縮部材）４０ａは、例えば、外的な作用（例えば熱
）が加えられた際、プリフォーム１０ａに対して収縮（例えば熱収縮）するものが用いら
れても良い。あるいは、プラスチック製部材（外側収縮部材）４０ａは、それ自体が収縮
性ないし弾力性を持ち、外的な作用を加えることなく収縮可能なものであっても良い。
【００６９】
　プラスチック製部材４０ａとしては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエ
チレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリ－４－メチルペンテン－１、ポ
リスチレン、ＡＳ樹脂、ＡＢＳ樹旨、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリ酢酸ビ
ニル、ポリビニルアルコール、ポリビニルアセタール、ポリビニルブチラール、フタル酸
ジアリル樹脂、フッ素系樹脂、ポリメタクリル酸メチル、ポリアクリル酸、ポリアクリル
酸メチル、ポリアクリロニトリル、ポリアクリルアミド、ポリブタジエン、ポリブテン－
１、ポリイソプレン、ポリクロロプレン、エチレンプロピレンゴム、ブチルゴム、ニトリ
ルゴム、アクリルゴム、シリコーンゴム、フッ素ゴム、ナイロン６、ナイロン６，６、ナ
イロンＭＸＤ６、芳香族ポリアミド、ポリカーボネート、ポリテレフタル酸エチレン、ポ
リテレフタル酸ブチレン、ポリナフタレン酸エチレン、Ｕポリマー、液晶ポリマー、変性
ポリフェニレンエーテル、ポリエーテルケトン、ポリエーテルエーテルケトン、不飽和ポ
リエステル、アルキド樹脂、ポリイミド、ポリスルホン、ポリフェニレンスルフィド、ポ
リエーテルスルホン、シリコーン樹脂、ポリウレタン、フェノール樹脂、尿素樹脂、ポリ
エチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、ポリアセタール、エポキシ樹脂等を挙げる
ことができる。このうちポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエチレン
テレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）等の熱可塑性非弾性樹
脂を用いることが好ましい。またそれらのブレンド材料や多層構造、部分的多層構造のも
のであってもよい。さらに、プラスチック製部材４０ａの材料には、その特性が損なわれ
ない範囲において、主成分の樹脂以外にも、各種の添加剤を添加してもよい。添加剤とし
ては、例えば、可塑剤、紫外線安定化剤、着色防止剤、艶消し剤、消臭剤、難燃剤、耐候
剤、帯電防止剤、糸摩擦低減剤、スリップ剤、離型剤、抗酸化剤、イオン交換剤、および
着色顔料等を添加することができる。また、熱可塑性樹脂の溶融物に不活性ガス（窒素ガ
ス、アルゴンガス）を混ぜることで、０．５～１００μｍの発泡セル径を持つ発泡部材を
使用し、この発泡プリフォームを成形することによって、遮光性を高めることができる。
【００７０】
　またプラスチック製部材４０ａが容器本体１０（プリフォーム１０ａ）と同一の材料か
らなっていても良い。この場合、複合容器１０Ａのうち、例えば強度を高めたい部分に重
点的にプラスチック製部材４０を配置し、当該箇所の強度を選択的に高めることができる
。例えば、容器本体１０の肩部１２周辺および底部３０周辺にプラスチック製部材４０を
設け、この部分の強度を高めても良い。このような材料としては、熱可塑性樹脂、特にＰ
Ｅ（ポリエチレン）、ＰＰ（ポリプロピレン）、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）
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、ＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート）、ＰＣ（ポリカーボネート）を挙げることができ
る。
【００７１】
　またプラスチック製部材４０ａは、酸素バリア性又は水蒸気バリア性等のガスバリア性
を有する材料からなっていても良い。この場合、プリフォーム１０ａとして多層プリフォ
ームやブレンド材料を含むプリフォーム等を用いることなく、複合容器１０Ａのガスバリ
ア性を高め、酸素や水蒸気によって内容液が劣化することを防止することができる。例え
ば、容器本体１０のうち、肩部１２、首部１３、胴部２０および底部３０の全域にプラス
チック製部材４０を設け、この部分のガスバリア性を高めても良い。このような材料とし
ては、ＰＥ（ポリエチレン）、ＰＰ（ポリプロピレン）、ＭＸＤ－６（ナイロン）、ＰＧ
Ａ（ポリグリコール酸）、ＥＶＯＨ（エチレンビニルアルコール共重合体）またはこれら
の材料に脂肪酸塩などの酸素吸収材を混ぜることも考えられる。
【００７２】
　またプラスチック製部材４０ａは、紫外線等の光線バリア性を有する材料からなってい
ても良い。この場合、プリフォーム１０ａとして多層プリフォームやブレンド材料を含む
プリフォーム等を用いることなく、複合容器１０Ａの光線バリア性を高め、紫外線等によ
り内容液が劣化することを防止することができる。例えば、容器本体１０のうち、肩部１
２、首部１３、胴部２０および底部３０の全域にプラスチック製部材４０ａを設け、この
部分の紫外線バリア性を高めても良い。このような材料としては、ブレンド材料、または
ＰＥＴやＰＥ、ＰＰに遮光性樹脂を添加した材料が考えられる。また、熱可塑性樹脂の溶
融物に不活性ガス（窒素ガス、アルゴンガス）を混ぜることにより作製された、０．５～
１００μｍの発泡セル径を持つ発泡部材を使用しても良い。
【００７３】
　またプラスチック製部材４０ａは、容器本体１０（プリフォーム１０ａ）を構成するプ
ラスチック材料よりも保温性又は保冷性の高い材料（熱伝導性の低い材料）からなってい
ても良い。この場合、容器本体１０そのものの厚みを厚くすることなく、内容液の温度が
複合容器１０Ａの表面まで伝達しにくくすることが可能となる。これにより、複合容器１
０Ａの保温性又は保冷性が高められる。例えば、容器本体１０のうち胴部２０の全部又は
一部にプラスチック製部材４０を設け、胴部２０の保温性又は保冷性を高めても良い。ま
た、使用者が複合容器１０Ａを把持した際、熱すぎたり冷たすぎたりすることにより複合
容器１０Ａを持ちにくくなることが防止される。このような材料としては、発泡化したポ
リウレタン、ポリスチレン、ＰＥ（ポリエチレン）、ＰＰ（ポリプロピレン）、フェノー
ル樹脂、ポリ塩化ビニル、ユリア樹脂、シリコーン、ポリイミド、メラミン樹脂などが考
えられる。また、熱可塑性樹脂の溶融物に不活性ガス（窒素ガス、アルゴンガス）を混ぜ
ることにより作製された、０．５～１００μｍの発泡セル径を持つ発泡部材を使用しても
良い。
【００７４】
　またプラスチック製部材４０ａは、容器本体１０（プリフォーム１０ａ）を構成するプ
ラスチック材料よりも滑りにくい材料からなっていても良い。この場合、容器本体１０の
材料を変更することなく、使用者が複合容器１０Ａを把持しやすくすることができる。例
えば、容器本体１０のうち胴部２０の全部又は一部にプラスチック製部材４０を設け、胴
部２０を持ちやすくしても良い。
【００７５】
　このプラスチック製部材４０ａには、予めデザイン又は印字等の印刷が施されていても
良い。この場合、印刷は例えばインクジェット法やグラビア印刷法等の印刷法により、無
地のプラスチック製部材４０ａにデザイン又は印字が施されて形成されても良い。この印
刷は、プリフォーム１０ａに取り付けられる前のプラスチック製部材４０ａに対して施さ
れても良く、プリフォーム１０ａの外側にプラスチック製部材４０ａを設けた状態で施さ
れても良い。また、プラスチック製部材４０ａは、赤色、青色、黄色、緑色、茶色、黒色
、白色等の色に着色されていても良く、また透明であっても不透明であっても良い。
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【００７６】
　次にプラスチック製部材４０ａの形状について説明する。
【００７７】
　図３および図４（ａ）に示すように、プラスチック製部材４０ａは、全体として有底円
筒形状からなり、円筒状の胴部４１と、胴部４１に連結された底部４２とを有していても
良い。この場合、プラスチック製部材４０ａの底部４２がプリフォーム１０ａの底部３０
ａを覆うので、複合容器１０Ａの胴部２０に加え、底部３０に対してもバリア性等の様々
な機能や特性を付与することができる。このようなプラスチック製部材４０ａは、例えば
上述したブローチューブやシート成形チューブを挙げることができる。
【００７８】
　また、図４（ｂ）に示すように、プラスチック製部材４０ａは、全体として円管形状（
無底円筒形状）からなり、円筒状の胴部４１を有していても良い。この場合、プラスチッ
ク製部材４０ａとしては、例えば上述したブローチューブ、押出チューブ、インフレーシ
ョン成形チューブ、シート成形チューブを用いることができる。
【００７９】
　また、図４（ｃ）および図４（ｄ）に示すように、プラスチック製部材４０ａは、フィ
ルムを筒状に形成してその端部を貼り合わせることにより作製されても良い。この場合、
図４（ｃ）に示すように、プラスチック製部材４０ａは、胴部４１を有する管形状（無底
円筒形状）に構成されていても良く、図４（ｄ）に示すように、底部４２を貼り合わせる
ことにより有底筒形状に構成されていても良い。
【００８０】
　次に図５（ａ）～（ｆ）および図６により、本実施の形態による複合容器１０Ａの製造
方法（ブロー成形方法）について説明する。
【００８１】
　まず、プラスチック材料製のプリフォーム１０ａを準備する（図５（ａ）参照）。この
場合、例えば図示しない射出成形機を用いて、射出成形法によりプリフォーム１０ａを作
製しても良い。また、プリフォーム１０ａとして、従来一般に用いられるプリフォームを
用いても良い。
【００８２】
　次に、プラスチック製部材４０ａを準備する。この場合、プラスチック製部材４０ａは
、全体として有底円筒形状からなり、円筒状の胴部４１と、胴部４１に連結された底部４
２とを有している。
【００８３】
　次に、プリフォーム１０ａの外側にプラスチック製部材４０ａを設けることにより、プ
リフォーム１０ａと、プリフォーム１０ａの外側に密着されたプラスチック製部材４０ａ
とを有する複合プリフォーム７０を作製する（図５（ｂ）参照）。
【００８４】
　この場合、プリフォーム１０ａの外径と同一又はわずかに小さい内径をもつプラスチッ
ク製部材４０ａを、プリフォーム１０ａに対して押し込むことにより、プリフォーム１０
ａの外面に密着させても良い。あるいは、後述するように、熱収縮性をもつプラスチック
製部材４０ａをプリフォーム１０ａの外面に設け、このプラスチック製部材４０ａを５０
℃乃至１００℃に加熱することにより熱収縮させてプリフォーム１０ａの外面に密着させ
ても良い。
【００８５】
　このように、予めプリフォーム１０ａの外側にプラスチック製部材４０ａを密着させ、
複合プリフォーム７０を作製しておくことにより、複合プリフォーム７０を作製する一連
の工程（図５（ａ）～（ｂ））と、複合容器１０Ａをブロー成形により作製する一連の工
程（図５（ｃ）～（ｆ））とを別々の場所（工場等）で実施することが可能になる。
【００８６】
　次に、複合プリフォーム７０は、加熱装置５１によって加熱される（図５（ｃ）参照）
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。このとき、複合プリフォーム７０は、口部１１ａを下に向けた状態で回転しながら、加
熱装置５１によって周方向に均等に加熱される。この加熱工程におけるプリフォーム１０
ａおよびプラスチック製部材４０ａの加熱温度は、例えば９０℃乃至１３０℃としても良
い。
【００８７】
　続いて、加熱装置５１によって加熱された複合プリフォーム７０は、ブロー成形金型５
０に送られる（図５（ｄ）参照）。
【００８８】
　複合容器１０Ａは、このブロー成形金型５０を用いて成形される。この場合、ブロー成
形金型５０は互いに分割された一対の胴部金型５０ａ、５０ｂと、底部金型５０ｃとから
なる（図５（ｄ）参照）。図５（ｄ）において、一対の胴部金型５０ａ、５０ｂ間は互い
に開いており、底部金型５０ｃは上方に上がっている。この状態で一対の胴部金型５０ａ
、５０ｂ間に、複合プリフォーム７０が挿入される。
【００８９】
　次に図５（ｅ）に示すように、底部金型５０ｃが下がったのちに一対の胴部金型５０ａ
、５０ｂが閉鎖され、一対の胴部金型５０ａ、５０ｂおよび底部金型５０ｃにより密閉さ
れたブロー成形金型５０が構成される。次にプリフォーム１０ａ内に空気が圧入され、複
合プリフォーム７０に対して２軸延伸ブロー成形が施される。
【００９０】
　このことにより、ブロー成形金型５０内でプリフォーム１０ａから容器本体１０が得ら
れる。この間、胴部金型５０ａ、５０ｂは３０℃乃至８０℃まで加熱され、底部金型５０
ｃは５℃乃至２５℃まで冷却される。この際、ブロー成形金型５０内では、複合プリフォ
ーム７０のプリフォーム１０ａおよびプラスチック製部材４０ａが一体として膨張される
。これにより、プリフォーム１０ａおよびプラスチック製部材４０ａは、一体となってブ
ロー成形金型５０の内面に対応する形状に賦形される。
【００９１】
　このようにして、容器本体１０と、容器本体１０の外面に設けられたプラスチック製部
材４０とを備えた複合容器１０Ａが得られる。
【００９２】
　次に図５（ｆ）に示すように、一対の胴部金型５０ａ、５０ｂおよび底部金型５０ｃが
互いに離れ、ブロー成形金型５０内から複合容器１０Ａが取出される。
【００９３】
　続いて、少なくともプラスチック製部材４０の外面に蒸着膜２１を形成する。この場合
、例えば図６に示す高周波プラズマＣＶＤ装置１００を用いて、プラスチック製部材４０
の外面に蒸着膜２１を形成する。以下、蒸着膜２１として、酸化珪素を含むガスバリア性
薄膜を設ける場合を例にとって説明する。
【００９４】
　まず図６を参照して、高周波プラズマＣＶＤ装置１００の構成について説明する。高周
波プラズマＣＶＤ装置１００は、基盤１０１と、基盤１０１に支持された絶縁板１０２と
、複合容器１０Ａ内に挿入された内部電極１０３とを有している。また、複合容器１０Ａ
および内部電極１０３は、筐体１１２の内部に配置されている。この筐体１１２は、複合
容器１０Ａを収容する空間である反応室１０４を有している。また反応室１０４内であっ
て複合容器１０Ａの外部に、外部電極１０５が配置されている。外部電極１０５は中空体
からなり、且つ複数の原料ガス吹き出し孔１０６を有している。外部電極１０５には導電
性材料からなる原料ガス供給管１０７が連設されている。また、反応室１０４には、排気
管１０８を介して真空源（図示せず）が接続されている。
【００９５】
　内部電極１０３には整合器１０９を介して高周波電源１１０が接続されている。一方、
外部電極１０５は、原料ガス供給管１０７を介して接地されている。筐体１１２の周りに
は反応室１０４内に磁界を発生させるための複数の磁石１１１が配置されている。
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【００９６】
　外部電極１０５に連設された原料ガス供給管１０７には、矢印Ｐ2で示すように、有機
珪素化合物等の蒸着用モノマーガス、酸素ガス、不活性ガス、その他を使用して調製した
蒸着用原料ガス組成ガスが供給される。また外部電極１０５に原料ガス供給管１０７を経
て蒸着用原料ガス組成物が供給されると、外部電極１０５に設けられている原料ガス吹き
出し孔１０６から蒸着用原料ガス組成物が吹き出される。
【００９７】
　また、排気管１０８を介して、矢印Ｐ1で示すように、真空源（真空ポンプ）によって
反応室１０４内の空気が排気されるように構成されている。
【００９８】
　次に図６に示す高周波プラズマＣＶＤ装置１００を用いて、プラスチック製部材４０の
外面に蒸着膜２１を形成する方法について説明する。
【００９９】
　まず、筐体１１２の反応室１０４内に複合容器１０Ａを収容する。次に、排気管１０８
に接続されている真空ポンプ（図示せず）により、反応室１０４内をプラズマ発生可能な
圧力になるまで排気し、真空度を上昇させる。
【０１００】
　次いで、容器本体１０内に、アルゴン（Ａｒ）、ヘリウム（Ｈｅ）等の不活性ガスを原
料ガス供給管１０７から供給して原料ガス吹き出し孔１０６から吹き出させ、同時に内部
電極１０３と外部電極１０５との間に高周波電圧を印加する。これにより反応室１０４内
に高周波グロー放電を発生させると共に、磁石１１１により反応室１０４内に磁界を発生
させる。原料ガス吹き出し孔１０６から噴出させた不活性ガスは、反応室１０４において
プラズマ化され、プラスチック製部材４０の外面に加速度を持って衝突せしめられ、プラ
スチック製部材４０の外面に微細な凹凸が形成される。そのとき、反応室１０４の内部に
磁石１１１により磁界を発生させることにより、高密度の良質の不活性ガスのプラズマを
発生させることが可能となるばかりでなく、プラスチック製部材４０の外面にプラズマ化
した不活性ガスを加速度を持って衝突させ、効率よくプラスチック製部材４０の外面に微
細な凹凸を形成することが可能となる。
【０１０１】
　次に、再度、排気管１０８に接続されている真空ポンプにより、反応室１０４内をプラ
ズマ発生可能な圧力になるまで排気して、上記と同様に反応室１０４内の真空度を上昇さ
せる。
【０１０２】
　次いで、反応室１０４内に、原料ガス供給管１０７を介して、有機珪素化合物等の蒸着
用モノマーガス、酸素ガス、不活性ガス、その他を使用して調製した蒸着用原料ガス組成
物を適当な流量で供給する。更に、内部電極１０３と外部電極１０５との間に高周波電圧
を印加し、反応室１０４内に高周波グロー放電を発生させると共に、磁石１１１により反
応室１０４内に磁界を発生させる。このとき、高周波グロー放電によって、反応室１０４
内に供給された蒸着用原料ガス組成物は、反応室１０４内において気相反応せしめられ、
プラズマ化した酸化珪素等の無機酸化物を主体とする反応生成物が生成される。この反応
生成物は、加速度を持ってプラスチック製部材４０の外面の全面に被着される。そのとき
、反応室１０４の内部に磁石１１１により磁界を発生させることで、高密度の良質のプラ
ズマ化した反応生成物を発生させることが可能となるばかりでなく、プラスチック製部材
４０の外面にプラズマ化した反応生成物を加速度を持って衝突させ、効率よくプラスチッ
ク製部材４０の外面に蒸着膜２１を被着させることが可能となる。
【０１０３】
　上記蒸着膜２１を形成するのに十分な時間を経た後、原料ガス供給管１０７を介して反
応室１０４へ蒸着用原料ガス組成物を供給することを停止し、次いで、反応室１０４に大
気を導入する。このようにして、プラスチック製部材４０の外面の全面に蒸着膜２１が形
成された複合容器１０Ａ（図１および図２参照）が得られる。
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【０１０４】
　上記においては、酸化珪素等の無機酸化物を含むガスバリア性薄膜をプラスチック製部
材４０の外面に形成している。これに代えて、プラスチック製部材４０の外面に、例えば
、原料ガスとしてアセチレンを含み、且つ不活性ガスとしてアルゴンを含む原料ガス組成
物を用いて、ＤＬＣ膜からなる硬質炭素膜を形成してもよい。
【０１０５】
　あるいは、アルミニウム又は酸化アルミニウムを含むガスバリア性薄膜をプラスチック
製部材４０の外面に形成しても良い。この場合、種々の化学気相成長法または物理気相成
長法を用いることができる。特に、蒸着材料としての扱いやすさから、物理気相成長法に
より、アルミニウム又は酸化アルミニウム蒸着膜を設けることが好ましい。物理気相成長
法としては、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、イオン
クラスタービーム法等の物理気相成長法（Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｖａｐｏｒ Ｄｅｐｏｓｉｔ
ｉｏｎ法、ＰＶＤ法）を用いても良い。
【０１０６】
　具体的には、アルミニウムまたはその酸化物を原料とし、これを加熱して蒸気化し、こ
れをプラスチック製部材４０の外面に蒸着する真空蒸着法、例えば、原料としてアルミニ
ウムまたはその酸化物を使用し、酸素を導入して酸化させてプラスチック製部材４０の外
面の一方の上に蒸着する酸化反応蒸着法、更に酸化反応をプラズマで助成するプラズマ助
成式の酸化反応蒸着法等を用いて蒸着膜を形成することができる。なお、蒸着材料の加熱
方式としては、例えば、抵抗加熱方式、高周波誘導加熱方式、エレクトロンビーム加熱方
式（ＥＢ）等にて行うことができる。
【０１０７】
　複合容器の製造方法の変形例
　次に、図７（ａ）～（ｆ）により、本実施の形態による複合容器１０Ａの製造方法（ブ
ロー成形方法）の変形例について説明する。図７（ａ）～（ｇ）に示す変形例は、プラス
チック製部材（外側収縮部材）４０ａがプリフォーム１０ａに対して収縮する作用をもつ
ものであり、他の構成は、図５（ａ）～（ｆ）に示す形態と略同一である。図７（ａ）～
（ｆ）において、図５（ａ）～（ｆ）と同一部分には同一の符号を付して詳細な説明は省
略する。
【０１０８】
　まず、プラスチック材料製のプリフォーム１０ａを準備する（図７（ａ）参照）。
【０１０９】
　次に、プリフォーム１０ａの外側に、プラスチック製部材（外側収縮部材）４０ａを設
ける（図７（ｂ）参照）。この場合、プラスチック製部材（外側収縮部材）４０ａは、全
体として有底円筒形状からなり、円筒状の胴部４１と、胴部４１に連結された底部４２と
を有している。このプラスチック製部材（外側収縮部材）４０ａは、胴部２０ａのうち容
器本体１０の首部１３に対応する部分を除く全域と、底部３０ａの全域とを覆うように装
着される。
【０１１０】
　次に、プリフォーム１０ａおよびプラスチック製部材（外側収縮部材）４０ａは、加熱
装置５１によって加熱される（図７（ｃ）参照）。このとき、プリフォーム１０ａおよび
プラスチック製部材（外側収縮部材）４０ａは、口部１１ａを下に向けた状態で回転しな
がら、加熱装置５１によって周方向に均等に加熱される。この加熱工程におけるプリフォ
ーム１０ａおよびプラスチック製部材（外側収縮部材）４０ａの加熱温度は、例えば９０
℃乃至１３０℃としても良い。
【０１１１】
　このように、プラスチック製部材（外側収縮部材）４０ａが加熱されることにより、プ
ラスチック製部材（外側収縮部材）４０ａが熱収縮し、プリフォーム１０ａの外側に密着
する（図７（ｃ）参照）。なお、プラスチック製部材（外側収縮部材）４０ａ自体が収縮
性を有する場合、プリフォーム１０ａの外側にプラスチック製部材（外側収縮部材）４０
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ａを設けた時点（図７（ｂ）参照）でプラスチック製部材（外側収縮部材）４０ａがプリ
フォーム１０ａの外側に密着していても良い。
【０１１２】
　続いて、加熱装置５１によって加熱されたプリフォーム１０ａおよびプラスチック製部
材（外側収縮部材）４０ａは、ブロー成形金型５０に送られる（図７（ｄ）参照）。この
場合、プラスチック製部材（外側収縮部材）４０ａを熱収縮させる加熱と、プリフォーム
１０ａをブロー成形する加熱とを同一工程で実行することができる。
【０１１３】
　プリフォーム１０ａおよびプラスチック製部材（外側収縮部材）４０ａは、このブロー
成形金型５０を用いて成形され、上述した図５（ａ）～（ｆ）の場合と略同様にして、容
器本体１０と、容器本体１０の外面に設けられたプラスチック製部材（外側収縮部材）４
０とを備えた複合容器１０Ａが得られる（図７（ｄ）～（ｆ）参照）。その後、上記と同
様に、例えば図６に示す高周波プラズマＣＶＤ装置１００を用いて容器本体１０の内面に
蒸着膜２１を形成する。このようにして、容器本体１０の内面の全面に蒸着膜２１が形成
された複合容器１０Ａ（図１および図２参照）が得られる。
【０１１４】
　次に図８（ａ）～（ｇ）により、本実施の形態による複合容器１０Ａの製造方法（ブロ
ー成形方法）の他の変形例について説明する。図８（ａ）～（ｇ）に示す変形例は、プラ
スチック製部材（外側収縮部材）４０ａがプリフォーム１０ａに対して収縮する作用をも
ち、プリフォーム１０ａおよびプラスチック製部材（外側収縮部材）４０ａを２段階で加
熱するものであり、他の構成は、図５（ａ）～（ｆ）に示す形態と略同一である。図８（
ａ）～（ｇ）において、図５（ａ）～（ｆ）と同一部分には同一の符号を付して詳細な説
明は省略する。
【０１１５】
　まず、プラスチック材料製のプリフォーム１０ａを準備する（図８（ａ）参照）。
【０１１６】
　次に、プリフォーム１０ａの外側に、プラスチック製部材（外側収縮部材）４０ａを設
ける（図８（ｂ）参照）。
【０１１７】
　次に、プリフォーム１０ａおよびプラスチック製部材（外側収縮部材）４０ａは、第１
の加熱装置５５によって加熱される（図８（ｃ）参照）。このとき、プリフォーム１０ａ
およびプラスチック製部材（外側収縮部材）４０ａの加熱温度は、例えば５０℃乃至１０
０℃としても良い。
【０１１８】
　プラスチック製部材（外側収縮部材）４０ａが加熱されることにより、プラスチック製
部材（外側収縮部材）４０ａが熱収縮し、プリフォーム１０ａの外側に密着する。これに
より、プリフォーム１０ａと、プリフォーム１０ａの外側に密着されたプラスチック製部
材（外側収縮部材）４０ａとを有する複合プリフォーム７０が得られる（図８（ｃ）参照
）。
【０１１９】
　このように、第１の加熱装置５５を用いて予めプリフォーム１０ａの外側にプラスチッ
ク製部材（外側収縮部材）４０ａを加熱密着させ、複合プリフォーム７０を作製しておく
ことにより、複合プリフォーム７０を作製する一連の工程（図８（ａ）～（ｃ））と、複
合容器１０Ａをブロー成形により作製する一連の工程（図８（ｄ）～（ｇ））とを別々の
場所（工場等）で実施することが可能になる。
【０１２０】
　次に、複合プリフォーム７０は、第２の加熱装置５１によって加熱される（図８（ｄ）
参照）。このとき、複合プリフォーム７０は、口部１１ａを下に向けた状態で回転しなが
ら、第２の加熱装置５１によって周方向に均等に加熱される。この加熱工程におけるプリ
フォーム１０ａおよびプラスチック製部材（外側収縮部材）４０ａの加熱温度は、例えば
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９０℃乃至１３０℃としても良い。
【０１２１】
　続いて、第２の加熱装置５１によって加熱された複合プリフォーム７０は、ブロー成形
金型５０に送られる（図８（ｅ）参照）。
【０１２２】
　複合プリフォーム７０は、このブロー成形金型５０を用いて成形され、上述した図５（
ａ）～（ｆ）の場合と略同様にして、容器本体１０と、容器本体１０の外面に設けられた
プラスチック製部材（外側収縮部材）４０とを備えた複合容器１０Ａが得られる（図８（
ｅ）～（ｇ）参照）。その後、上記と同様に、例えば図６に示す高周波プラズマＣＶＤ装
置１００を用いてプラスチック製部材４０の外面に蒸着膜２１を形成する。このようにし
て、プラスチック製部材４０の外面の全面に蒸着膜２１が形成された複合容器１０Ａ（図
１および図２参照）が得られる。
【０１２３】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、ブロー成形金型５０内で複合プリフォー
ム７０に対してブロー成形を施すことにより、複合プリフォーム７０のプリフォーム１０
ａおよびプラスチック製部材４０ａを一体として膨張させ、容器本体１０とプラスチック
製部材４０とを備えた複合容器１０Ａを作製する。これにより、プリフォーム１０ａ（容
器本体１０）とプラスチック製部材４０ａ（プラスチック製部材４０）とを別部材から構
成することができる。したがって、プラスチック製部材４０の種類や形状を適宜選択する
ことにより、複合容器１０Ａに様々な機能や特性を自在に付与することができる。
【０１２４】
　また、本実施の形態によれば、複合容器１０Ａを作製する際、一般的なブロー成形装置
をそのまま用いることができるので、複合容器１０Ａを作製するための新たな成形設備を
準備する必要が生じない。また、プリフォーム１０ａの外側にプラスチック製部材４０ａ
を設けているので、プリフォーム１０ａを成形するための新たな成形設備を準備する必要
も生じない。
【０１２５】
　さらに、本実施の形態によれば、少なくともプラスチック製部材４０の外面に蒸着膜２
１が形成されているので、この蒸着膜２１によって酸素ガス、水蒸気、炭酸ガス等のガス
が複合容器１０Ａの容器本体１０内に侵入することを防止し、内容物の品質劣化を防止す
ることができる。
【０１２６】
　さらに、本実施の形態によれば、複合容器１０Ａを廃棄する際には、容器本体１０から
プラスチック製部材４０を剥離することができる。このため、蒸着膜２１とともにプラス
チック製部材４０を除去することができ、容器本体１０のリサイクルも容易である。
【０１２７】
　第２の実施の形態
　次に、図９乃至図１４を参照して本発明の第２の実施の形態について説明する。図９乃
至図１４は本発明の第２の実施の形態を示す図である。図９乃至図１４において、第１の
実施の形態と同一部分には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
【０１２８】
　まず、図９および図１０により、本実施の形態による複合容器の概要について説明する
。
【０１２９】
　図９および図１０に示す複合容器１０Ａは、後述するように、ブロー成形金型５０を用
いてプリフォーム１０ａ、内側ラベル部材６０ａおよびプラスチック製部材４０ａを含む
複合プリフォーム７０（図１１参照）に対して２軸延伸ブロー成形を施すことにより、複
合プリフォーム７０のプリフォーム１０ａ、内側ラベル部材６０ａおよびプラスチック製
部材４０ａを一体として膨張させて得られたものである。
【０１３０】
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　このような複合容器１０Ａは、内側に位置するプラスチック材料製の容器本体１０と、
容器本体１０の外側に密着して設けられた内側ラベル部材６０と、内側ラベル部材６０の
外側に密着して設けられたプラスチック製部材４０とを備えている。また、プラスチック
製部材４０の外面全域にわたって蒸着膜２１が形成されている。
【０１３１】
　このうち内側ラベル部材６０は、容器本体１０の外面に薄く延ばされた状態で密着され
ており、容器本体１０に対して容易に移動又は回転しないほどに密着されている。
【０１３２】
　また、プラスチック製部材４０は、容器本体１０の外面かつ内側ラベル部材６０の外面
に薄く延ばされた状態で密着されており、容器本体１０に対して容易に移動又は回転しな
いほどに密着されている。
【０１３３】
　プラスチック製部材４０は、その少なくとも一部が半透明又は透明であることが考えら
れ、この場合、この半透明又は透明な部分を介して、内側ラベル部材６０を外方から視認
できる。なお、プラスチック製部材４０は、その全体が半透明又は透明であっても良く、
あるいは不透明な部分と半透明又は透明な部分（例えば窓部）とを有していても良い。
【０１３４】
　次に内側ラベル部材６０について説明する。内側ラベル部材６０（６０ａ）は後述する
ようにプリフォーム１０ａの外側を取り囲むように設けられ、このプリフォーム１０ａお
よびプラスチック製部材４０ａと一体となって２軸延伸ブロー成形されることにより得ら
れたものである。
【０１３５】
　内側ラベル部材６０は容器本体１０の外面に接着されることなく取付けられており、容
器本体１０に対して移動又は回転しないほどに密着されている。この内側ラベル部材６０
は、容器本体１０の外面において薄く引き延ばされて容器本体１０を覆っている。図１０
に示すように、内側ラベル部材６０は、容器本体１０を取り囲むようにその周方向全域に
わたって設けられており、略円形状の水平断面を有している。
【０１３６】
　この場合、内側ラベル部材６０は、容器本体１０のうち、口部１１および首部１３を除
く、肩部１２、胴部２０および底部３０を覆うように設けられている。これにより、容器
本体１０の肩部１２、胴部２０および底部３０に所望の文字、画像等を付与し、複合容器
１０Ａに対して装飾性をもたせたり、情報を表示させたりすることができる。
【０１３７】
　なお、内側ラベル部材６０は、容器本体１０のうち口部１１以外の全域又は一部領域に
設けられていても良い。例えば、内側ラベル部材６０は、容器本体１０のうち、口部１１
を除く、首部１３、肩部１２、胴部２０および底部３０の全体を覆うように設けられてい
ても良い。さらに、内側ラベル部材６０は１つに限らず、複数設けても良い。なお、内側
ラベル部材６０は、プラスチック製部材４０と同一の領域に設けられていても良く、プラ
スチック製部材４０よりも狭い領域に設けられていても良い。後者の場合、内側ラベル部
材６０はプラスチック製部材４０によって完全に覆われることが好ましい。
【０１３８】
　また内側ラベル部材６０の厚みは、これに限定されるものではないが、容器本体１０に
取り付けられた状態で例えば１μｍ～１００μｍ程度とすることができる。
【０１３９】
　このほか、容器本体１０およびプラスチック製部材４０の構成は、上述した第１の実施
の形態の場合と略同様であるので、ここでは詳細な説明を省略する。
【０１４０】
　次に図１１により、本実施の形態による複合プリフォームの構成について説明する。
【０１４１】
　図１１に示すように、複合プリフォーム７０は、プラスチック材料製のプリフォーム１
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０ａと、プリフォーム１０ａの外側に密着して設けられた有底円筒状の内側ラベル部材６
０ａと、内側ラベル部材６０ａの外側に密着して設けられた有底円筒状のプラスチック製
部材４０ａとを備えている。
【０１４２】
　内側ラベル部材６０ａは、プリフォーム１０ａの外面に密着されており、プリフォーム
１０ａに対して容易に移動又は回転しないほどに密着されているか、又は自重で落下しな
い程度に密着されている。内側ラベル部材６０ａは、プリフォーム１０ａを取り囲むよう
にその周方向全域にわたって設けられており、略円形状の水平断面を有している。
【０１４３】
　内側ラベル部材６０ａには、予めデザイン又は印字が施されていても良い。例えば、図
柄や商品名等のほか、内容液の名称、製造者、原材料名等の文字情報が記載されていても
良い。この場合、ブロー成形後に容器本体１０に対して別途ラベル等を付与することなく
、複合容器１０Ａに画像や文字を表示することが可能となる。例えば、プリフォーム１０
ａのうち胴部２０ａの全部又は一部に内側ラベル部材６０ａを設け、成形後に容器本体１
０の胴部２０に画像や文字が表示されるようにしても良い。これにより、容器を密栓した
後、ラベラーを用いてラベルを付与する工程が不要となるので、製造コストを抑制するこ
とができるとともに、歩留まりが低下することを防止することができる。
【０１４４】
　このような内側ラベル部材６０ａとしては、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、
ポリアラミド系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリアセタール
系樹脂、フッ素系樹脂などの未延伸フィルムを用いることができる。内側ラベル部材６０
ａは、容器本体１０（プリフォーム１０ａ）および／またはプラスチック製部材４０ａと
同一の材料からなっていても良く、異なる材料からなっていても良い。
【０１４５】
　一方、プラスチック製部材４０ａは、内側ラベル部材６０ａの外面に接着されることな
く取付けられており、プリフォーム１０ａに対して移動又は回転しないほどに密着されて
いるか、又は自重で落下しない程度に密着されている。
【０１４６】
　なお、内側ラベル部材６０ａおよびプラスチック製部材４０ａは、口部１１ａ以外の全
域又は一部領域に設けられていても良い。例えば、内側ラベル部材６０ａおよびプラスチ
ック製部材４０ａは、口部１１ａを除く、胴部２０ａおよび底部３０ａの全体を覆うよう
に設けられていても良い。さらに、内側ラベル部材６０ａおよびプラスチック製部材４０
ａはそれぞれ１つに限らず、複数設けても良い。例えば、２つの内側ラベル部材６０ａお
よびプラスチック製部材４０ａを胴部２０ａの外側２箇所にそれぞれ設けても良い。
【０１４７】
　このほか、プリフォーム１０ａおよびプラスチック製部材４０ａの構成は、上述した第
１の実施の形態の場合と略同様であるので、ここでは詳細な説明を省略する。
【０１４８】
　次に図１２（ａ）～（ｆ）により、本実施の形態による複合容器１０Ａの製造方法（ブ
ロー成形方法）について説明する。
【０１４９】
　まず、プラスチック材料製のプリフォーム１０ａを準備する（図１２（ａ）参照）。
【０１５０】
　次に、プリフォーム１０ａの外側に内側ラベル部材６０ａを設けるとともに、内側ラベ
ル部材６０ａの外側にプラスチック製部材４０ａを設ける。これにより、プリフォーム１
０ａと、プリフォーム１０ａの外側に密着された内側ラベル部材６０ａと、内側ラベル部
材６０ａの外側に密着されたプラスチック製部材４０ａとを有する複合プリフォーム７０
を作製する（図１２（ｂ）参照）。この場合、内側ラベル部材６０ａは、全体として有底
円筒形状からなり、円筒状の胴部６１と、胴部６１に連結された底部６２とを有している
。



(20) JP 2016-117497 A 2016.6.30

10

20

30

40

50

【０１５１】
　この際、プリフォーム１０ａの外径と同一又はわずかに小さい内径をもつ内側ラベル部
材６０ａおよびプラスチック製部材４０ａを、それぞれプリフォーム１０ａに対して押し
込むことにより、プリフォーム１０ａの外面に密着させても良い。あるいは、熱収縮性を
もつ内側ラベル部材６０ａおよびプラスチック製部材４０ａをプリフォーム１０ａの外面
に設け、この内側ラベル部材６０ａおよびプラスチック製部材４０ａを５０℃乃至１００
℃に加熱することにより熱収縮させてプリフォーム１０ａの外面に密着させても良い。
【０１５２】
　また、予め内側ラベル部材６０ａの周囲にプラスチック製部材４０ａを設けておき、こ
れら内側ラベル部材６０ａおよびプラスチック製部材４０ａを一体としてプリフォーム１
０ａの外側に装着しても良い。あるいは、プリフォーム１０ａの外側に内側ラベル部材６
０ａを設け、その後、内側ラベル部材６０ａの外側にプラスチック製部材４０ａを設けて
もよい。
【０１５３】
　このように、予めプリフォーム１０ａおよび内側ラベル部材６０ａの外側にプラスチッ
ク製部材４０ａを密着させ、複合プリフォーム７０を作製しておくことにより、複合プリ
フォーム７０を作製する一連の工程（図１２（ａ）～（ｂ））と、複合容器１０Ａをブロ
ー成形により作製する一連の工程（図１２（ｄ）～（ｆ））とを別々の場所（工場等）で
実施することが可能になる。
【０１５４】
　次に、複合プリフォーム７０は、加熱装置５１によって加熱される（図１２（ｃ）参照
）。
【０１５５】
　続いて、加熱装置５１によって加熱された複合プリフォーム７０は、ブロー成形金型５
０に送られる。複合容器１０Ａは、このブロー成形金型５０を用いて成形され、上述した
第１の実施の形態の場合と略同様にして、容器本体１０と、容器本体１０の外面に設けら
れた内側ラベル部材６０と、内側ラベル部材６０の外側に設けられたプラスチック製部材
４０とを備えた複合容器１０Ａが得られる（図１２（ｄ）－（ｆ）参照）。
【０１５６】
　その後、第１の実施の形態と同様に、例えば図６に示す高周波プラズマＣＶＤ装置１０
０を用いてプラスチック製部材４０の外面に蒸着膜２１を形成する。このようにして、プ
ラスチック製部材４０の外面の全面に蒸着膜２１が形成された複合容器１０Ａ（図９およ
び図１０参照）が得られる。
【０１５７】
　このほか、本実施の形態による複合容器１０Ａの製造方法（ブロー成形方法）は、上述
した第１の実施の形態の場合と略同様であるので、ここでは詳細な説明を省略する。
【０１５８】
　ブロー成形方法の変形例
　図１３（ａ）～（ｆ）および図１４（ａ）～（ｇ）は、それぞれ本実施の形態による複
合容器１０Ａの製造方法（ブロー成形方法）の変形例を示す図である。図１３（ａ）～（
ｆ）および図１４（ａ）～（ｇ）において、図１乃至図１２と同一部分には同一の符号を
付して詳細な説明は省略する。
【０１５９】
　図１３（ａ）～（ｆ）に示す変形例は、プリフォーム１０ａの外側に内側ラベル部材６
０を設けるとともに、内側ラベル部材６０の外側に、プラスチック製部材（外側収縮部材
）４０ａを設けたものであり、他の構成は、図７（ａ）～（ｆ）に示す形態と略同一であ
る。
【０１６０】
　図１４（ａ）～（ｇ）に示す変形例は、プリフォーム１０ａの外側に内側ラベル部材６
０を設けるとともに、内側ラベル部材６０の外側に、プラスチック製部材（外側収縮部材
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）４０ａを設けたものであり、他の構成は、図８（ａ）～（ｇ）に示す形態と略同一であ
る。
【０１６１】
　なお、図１３（ａ）～（ｆ）および図１４（ａ）～（ｇ）においても、第１の実施の形
態と同様に、例えば図６に示す高周波プラズマＣＶＤ装置１００を用いてプラスチック製
部材４０の外面に蒸着膜２１を形成する。これにより、プラスチック製部材４０の外面の
全面に蒸着膜２１が形成された複合容器１０Ａ（図９および図１０参照）が得られる。
【符号の説明】
【０１６２】
　１０　　　　容器本体
　１０Ａ　　　複合容器
　１０ａ　　　プリフォーム
　１１、１１ａ　口部
　１２　　　　肩部
　１３　　　　首部
　１４　　　　ねじ部
　１７　　　　フランジ部
　２０、２０ａ　胴部
　２１　　　　蒸着膜
　３０、３０ａ　底部
　４０、４０ａ　プラスチック製部材
　４１　　　　胴部
　４２　　　　底部
　５０　　　　ブロー成形金型
　６０、６０ａ　内側ラベル部材
　６１　　　　胴部
　６２　　　　底部
　７０　　　　複合プリフォーム
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